
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年８月２６日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０門第６１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年４月２０日 １６時３５分ごろ 

発生場所 鹿児島県志布志市志布志港内 志布志港南防波堤灯台から真方位００５°

１，０２０ｍ付近 

（概位 北緯３１°２７.５′東経１３１°０５.５′） 

事故等調査の経過  平成２２年４月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 ＳＵＮＮＹ
サ ニ ー

 ＡＣＥ
エ ー ス

（パナマ共和国）、３０,８０７トン 

９３０２８０３（ＩＭＯ番号）、C.S. SUNNY, S.A. 

Ｂ 貨物船 ＨＡＩ
ハ イ

 ＮＩＮＧ
ニ ン

（パナマ共和国）、４,２５０トン 

８３０４１０３（ＩＭＯ番号）、HAINING SHIPPING CO.,LTD 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、外国免状 

Ｂ 船長、外国免状 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板損傷 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１８人が乗り組み、志布志港の岸壁に右舷着けで係

留中、Ｂ船は、船長Ｂほか１９人が乗り組み、後進で離岸作業中、Ｂ船が

風に圧流され、平成２２年４月２０日１６時３５分ごろ、Ａ船の左舷船首

部とＢ船の右舷船首部が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風速 約９～１１m/s、視界 良好 

海象：波浪なし 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、志布志港の岸壁に係留中であったものと

考えられる。 

 Ｂ船は、後進で離岸作業中、風に圧流されたもの

と考えられる。 

原因  本事故は、志布志港において、Ａ船が岸壁に係留中、Ｂ船が後進で離岸

作業中、Ｂ船が風に圧流されたため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 




